
船舶事故等調査報告書 

平成２７年８月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５広第１９号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２７年１月８日 １３時３５分ごろ 

発生場所 広島県広島港第１区 

 広島港元宇品東防波堤北灯台から真方位１１０°１.４海里付近 

 （概位 北緯３４°２０.３２′ 東経１３２°２９.４７′） 

事故等調査の経過  平成２７年２月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

砂利採取運搬船 第七青
せい

龍
りゅう

丸、４９９トン 

 １３３０５４、広島トクヤマ生コン株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に破口 

 事故等の経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、砕石約１,４００ｔを積載し、

船首約３.２ｍ、船尾約５.４ｍの喫水で、船首から左舷錨を投下して

錨鎖約２節を、船尾から錨を投下して錨鎖約３節をそれぞれ伸出し、

広島港第１区の専用岸壁（以下「本件岸壁」という。）に右舷船首及

び右舷船尾の係船索を取り、各係船索を巻き込みながら、入船右舷着

けの態勢で着岸作業をしていた。 

 船長は、平成２７年１月８日１３時３５分ごろ、右舷船底部に衝撃

を感じ、浅所に乗り揚げたことを知った。 

 船長は、着岸作業終了後、船内の各所を点検したところ、３番右舷

バラストタンクに浸水していることを認めた。 

 本船は、１月９日に入渠
きょ

し、船底外板に破口を生じていることが確

認された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし 

海象：潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約２８４cm（広島） 

 その他の事項  船長は、本件岸壁での着岸作業の経験が１０年以上あり、本件岸壁

付近が浅くなっていることを知っていたが、これまで高潮時に本件岸

壁から約５～７ｍ離して係留すれば、海底に接触することはなかっ

た。 

 船長は、本事故時、船尾を岸壁から約５ｍ離して係留する予定であ

ったが、潮汐を確認していなかったので、下げ潮の中央期であること

を知らなかった。 

 船長は、本件岸壁付近の水深を確認したことがなかった。 



 本船は、本事故以前に本件岸壁において揚げ荷役を行う際、貨物の

海中落下防止用のシートを右舷舷側と本件岸壁との間に設置していた

が、砕石の一部が海に落下することがあった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、広島港第１区の本件岸壁に着岸する際、船長が、本件岸壁

前面の水深を知らなかったことから、余裕水深がないことに気付か

ず、いつものように本件岸壁から約５ｍ離して係留する予定で着岸作

業中、本件岸壁付近の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が広島港第１区の本件岸壁に着岸する際、船長が、

本件岸壁前面の水深を知らなかったため、いつものように本件岸壁か

ら約５ｍ離して係留する予定で着岸作業中、本件岸壁付近の浅所に乗

り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・慣れた岸壁での着岸でも、着岸する前に必ず潮汐を確認するこ

と。 

 ・着岸する岸壁の水深を確認すること。 

 


